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所報タイトル「挑戦」は所内で掲げる 

平成 22年度の目標です。                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この所報のバックナンバーは弊所ホームページにて掲載しております。 

 

今年も残すところ 1ヵ月足らずとなりました。当事務所では年

に一度、事務所全体での書類の整理整頓を行っています。 

法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、 

その帳簿と取引等に関して作成または受領した帳簿書類を、一定

期間保存しなければなりません。 

帳簿書類の保存期間は税法では 7年間、会社法では 10年間と

定められています。 

皆様からお預かりした書類は大切に保存させて頂いております。 

また保存期間が過ぎ必要でなくなった書類は

直接焼却炉に運び込み情報保護の徹底を図って

います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

区分 平成 23年分 ～平成 22年分 

年少扶養親族（0歳～15歳） 0円 380,000円 

一般の扶養親族（16歳～18歳） 380,000円 

630,000円 

特定扶養親族（19歳～22歳） 630,000円 

一般の扶養親族（23歳～69歳） 380,000円 380,000円 

同居老親等以外の 

老人扶養親族（70歳～） 
480,000円 480,000円 

同居老親等（70歳～） 580,000円 580,000円 

そろそろ年末調整を行う時期になり、事業主や給与担当者の方々もご準備でお忙しい

ことと思います。年末調整が終わり、税金の過不足額の精算を済ませますと、平成 22年

分の源泉徴収事務は終了したことになります。 

年が明けて平成 23 年 1 月からまた新たに源泉徴収事務が開始されることになります

が、子ども手当などの創設に伴っていくつか改正があります。 

 

(１) 扶養控除の見直し 

 ・年齢 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。 

  これに伴い、扶養控除の対象が、年齢 16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族) 

  とされました。 

 ・年齢 16歳以上 19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の 

額は 38万円とされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢 19歳以上 23歳 

未満の扶養親族に変更されました。 

 

(２)同居特別障害者加算の特例の改組 

 ・年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、同居特別障害者に対する 

障害者控除の額を 1人につき 75万円(特別障害者である場合の障害者控除額 40万円 

に 35万円を加算した額）とする制度に改められました。 

 ・給与に対する源泉徴収税額は、年少扶養親族が障害者(特別障害者)または同居特別障害 

者に該当するときは、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に 1人を加えて 

計算します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ今年もあとわずか。何かと忙しい季節がやってきました。 

毎年のことですが、イベント事が多いのにもかかわらず、急に大掃除の事が気になり 

だすのは、なぜでしょう？早いうちに済ませてしまえば良いのですが、ぎりぎりまで気に 

なりながらも活動を開始しないのは、私だけでしょうか。 

  最近では掃除用品や洗剤なども多種多様。かなり良いものも出回っているようです 

が、何故か強力な洗剤などを使うのを好まず、湿らせた新聞紙で汚れた窓ガラスを拭き、 

乾いた新聞紙で仕上げをしています。その他も「おばあちゃんの知恵袋」的なものが大好 

きで、エコと言うべきか、スローライフと言うべきか・・・。 

  これでは、今年中に大掃除も終わらないかもしれませんね。 

  

「しあわせはいつもじぶんのこころがきめる」  相田みつを 

 

 最後に好きな言葉として、相田みつをさんの作品をご紹介させて頂きました。 

 何事も心の持ち方次第ですね。私自身、今年も幸せだったと感じられる様、日々小さな 

幸せを見つけながら１年を締めくくりたいものです。 

              


